
 

 

介護保険の住宅改修費の給付は、介護が必要な人が残存する能力を活かし、自宅で自

立した生活をしやすくすることを目的とした制度です。手すりの取付けや段差解消など

の小規模な住宅改修を行う場合に、要支援または要介護の認定を受けている方に対して、

20 万円を上限に 9 割、８割又は７割の費用（1 割、２割又は３割は自己負担）を後日

利用者に支給（償還払い）します。 

 

【給付対象となる工事】 

 

 

 

 

※利用者の状況等によっては、上記工事であっても給付対象とならない場合があります。 

 

【申請の流れ】 

 工事の着工前に、市へ事前の申請が必要です。ケアマネジャー等が住宅の状況、身体

状況等を総合的に考慮して、住宅改修の必要性を判断し、「住宅改修が必要な理由書」を

作成します。 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  手すりの取付け 

② 段差の解消 

③ 滑り止めや移動の円滑化の

ための床材の変更等 

 

④ 引き戸等への扉の取替え 

⑤ 洋式便器等への便器の取替え 

⑥ ①～⑤に伴って必要となる工事 

 

介護保険住宅改修費申請の必要書類作成について（建築業者向） 

ケアマネジャー等に相談 

施工業者選び 

工事見積書の依頼 

市へ事前の申請 ★ 

申請書の提出 ☆ 

(工事完了後) 

住宅改修費の 

支給 

工事の実施 

費用の支払い 

１ 

３ 

４ 

２ 

５ 

６ 

★【事前申請に必要な書類】 

① 住宅改修が必要な理由書 

※ケアマネジャー等が作成 

② 工事費用の見積書（工事内訳書） 

③ 工事予定箇所が確認できる図面 

④ 工事予定箇所が確認できる写真 

※撮影年月日の入ったもの 

⑤ カタログの写し 

☆【事後申請（完成後）に必要な書類】 

① 住宅改修費支給申請書  

② 領収書の原本（被保険者本人宛のもの） 

③ 工事費用の請求書（工事内容、金額に変更がない場

合は省略可） 

④ 住宅の所有者の承諾書（住宅の所有者が本人以外

の場合のみ） 

⑤ 委任状（振込口座が本人以外の場合のみ） 

⑥ 完成後の改修箇所が確認できる写真 

※撮影年月日の入ったもの  

⑦ 事前申請時に提出した書類全部 
裏面もご覧ください。 



【注意事項】 

 利用者である要介護認定者の個々の心身状態等により、改修内容や改修箇所は異なり

ますので、充分検討する必要があります。制度利用にあたっては、以下の事項に留意く

ださい。 

 

(1) どんな工事も給付の対象となるわけではありません。５つの対象工事であっても被

保険者本人にとって不要な工事は対象となりません。担当ケアマネジャー等と改修内

容や改修の妥当性について相談してください。 

(2) 書類を整え、事前の申請（承認審査）を受け、認められた工事のみが、給付の対象

となります。事前申請を行っていない工事は給付対象外となります。 

(3) 新築や増築に伴う工事は対象となりません。 

(4) 入院中や施設入所中は利用できません。ただし、退院（退所）の目途がたってから、

事前申請をして工事を行うことは可能です。その場合の事後の申請は、退院後になり

ます。 

(5) 事前の申請（承認審査）を受付した後、工事内容に変更が生じる場合は、工事を行

う前に必ず担当ケアマネジャー等に連絡してください。 

(6) 認定申請中の方は、事前申請をして工事を行うことは可能ですが、事後の申請は認

定結果がでてから申請していただくことになります。非該当の場合の工事費用は、全

額自己負担となります。 

 

【問合せ先】 

〒939-0294射水市新開発 410番地 1 

射水市 介護保険課 介護保険管理係 

TEL：0766-51-6627 


